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今回

流域の概要、現地視察
治水、利水、環境の現状と課題

■これまでの経緯
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第１回 流域委員会 （令和7年2月7日）

第３回 流域委員会 （令和7年12月25日）

第４回 流域委員会 （令和8年春頃）

河川整備計画策定（令和8年度中）

関係機関協議・パブコメ・関係市町長意見聴取

第２回 流域委員会 （令和7年6月6日）

河川整備計画（原案）

河川整備計画（原案）（案）

関係住民の意見聴取

（流域の概要、治水、利水、環境の
現状と課題）

第１回アンケート
（令和7年4月１日～30日）

関係住民の意見聴取

（河川整備計画（原案）（案））

気候変動を踏まえた高水計画の検討と課題
治水計画における見直しの方向性（案）

第２回アンケート
（令和8年冬頃）
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■流域の概要

5

• 三渡川（みわたりがわ）は、松阪市を流域とする、総管理延長約21.1kmの二級
河川である。鉢ヶ峰（はちがみね）を発し、東流後支川と合流し伊勢湾に至る。
• 河床勾配は1/120～1/25,000で、中上流から下流域は水田地帯である。

流域面積：約54.31km2

管理延長：合計約21.1km
三渡川：約7.6km
百々川：約4.4km
堀坂川：約6.5km
岩内川：約1.5km
中川 ：約1.1km

□関係市町：松阪市
□支川：百々川（どどがわ）、堀坂川（ほっさかがわ） 、岩内川（ようちがわ）、中川（なかがわ）

準用河川甚太川（じんたがわ）、準用河川三渡川

三渡川_三渡大橋下流
(下流部)

三渡川_岩内川合流点下流
(中流部)

三渡川_三蔵橋下流
(上流部)

三渡川

鉢ヶ峰

伊勢湾
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松阪市における月別平均気温、降水量
（1992(H4)～2023(R5)年(H22,H23を除く)の平均）

松阪市における年平均気温・降水量の変化

5年移動平均気温、5年移動平均降水量の変化

• 松阪市における年間気温・降水量の30年平均値(1994～2023年)は16.4℃、及び1449.8mm
で、全国平均の14.5℃、1,606.7mmと比べると、気温は高く、降水量は少ない。

• 経年的な推移を5年移動平均でみると、近年は気温、降水量ともやや増加傾向である。
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出典：津観測所地点気温、降水量：松阪建設事務所 松ヶ崎観測地点
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■地形

7出典：「5万分の1都道府県土地分類基本調査(地形分類図) 「二本木・丹生(平成10年)」「松阪」(昭和63年)

• 下流域は三角州及び海岸平野、中流域は谷底平野・氾濫平野で主に形成され、流域の大半
を低地が占めている。

• 中流域から上流域にかけては、中位段丘、中間斜面、山頂山腹緩斜面といった比較的緩や
かで低い山地で形成され、上流域は急斜面といった急峻な山地で形成されている。

中位段丘

中位段丘

中位段丘

三角州・海岸平野

凡 例

・下流域：三角州・海岸平野

・中流域：谷底平野・氾濫原平野、中位段丘

・上流域：中間斜面、山頂山腹緩斜面、急斜面

中間斜面

急斜面

谷底平野・氾濫平野

谷底平野・氾濫平野

山頂山腹斜面



凡 例

礫・砂・泥からなる堆積物

■地質
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花崗岩類

鳥戸断層（確実度Ⅰ）

• 流域の表層地質を大別すると、中下流域を占める低地部は礫・砂・泥からなる堆積物、中流
から上流にかけて形成される丘陵地では、礫・砂よりなる堆積物、山地部は花崗岩類からな
る深成岩で構成されている。

• 山地と段丘の境に「鳥戸断層（確実度Ⅰ：活断層であることが確実なもの）」が南北に走る。

出典：「5万分の1都道府県土地分類基本調査(表層地質図) 「二本木・丹生」(平成10年)、 「松阪」(昭和63年)

礫・砂よりなる堆積物

・下流域：礫・砂・泥からなる堆積物

・中流域：礫・砂よりなる堆積物

・上流域：花崗岩類

礫・砂・泥からなる堆積物



■植生
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出典：自然環境保全基礎調査 植生調査1/25,000植生図

• 流域内の植生について、中下流域の低地部は殆どが水田雑草群落、市街地となっている。
• 中上流域の丘陵地には、果樹園、畑雑草群落、緑の多い住宅地がみられる。
• 山地部では主にスギ・ヒノキ・サワラ植林、アベマキ-コナラ群集などがみられる。

・下流域：水田雑草群落、市街地

・中流域：水田雑草群落、果樹園、畑雑草群落、緑

の多い住宅地

・上流域：

スギ・ヒノキ・サワラ植林、

アベマキ-コナラ群集など

水田雑草群落

市街地

緑の多い住宅地

スギ・ヒノキ・サワラ植林

アベマキ-コナラ群集

果樹園

畑雑草群落
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■人口・世帯数
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流域関連市町の人口・世帯数（S35～R2）
出典：三重県Webサイト みえDataBoX

• 松阪市の人口・世帯数は、昭和35年度以降から平成17年度まで増加傾向が続いていたが、
人口は平成17年度をピークに減少傾向、世帯数は微増傾向がみられる。

• 流域内人口は令和2年度に3万7千人で、平成22年度まで増加傾向がみられたが、その後減
少傾向である。世帯数は、令和2年度で約1万5千世帯で、増加傾向である。

出典：e-start統計で見る日本 4次メッシュデータ

流域内人口・世帯数（H7～R2）

【人口・世帯数】

【流域内世帯数】

【流域内人口】

35,837 36,525 37,671 38,647 38,291 37,477 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000
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流域内人口
(人）

10,781 
11,819 

13,118 
14,086 14,436 14,969 
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2,000
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6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H7 H12 H17 H22 H27 R2

流域内世帯数(世帯）

※S35〜H12は旧松阪市、嬉野町、三雲町、飯高町、飯南町の合計値を示す
。

松阪市（旧松阪市・嬉野町・三雲町・飯南町・飯高町）



■産業
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資料：三重県WEBサイト みえDataBoX

流域関連市町の産業別就業者数の割合（S35～R2）

産業別従事者数の推移（S35～R2）
出典：三重県Webサイト 市町（村）累年統計表

• 第1次産業から第2次産業・第3次産業（サービス業）への移行がみられる。
• 昭和35年に20％であった第2次産業従事者割合は、令和2年で29％、昭和35年に33％であ

った第3次産業従事者割合は、令和2年で67％まで増加している。
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※S35〜H12は旧松阪市、嬉野町、三雲町、飯高町、飯南町の合計値を示す。

松阪市（旧松阪市・嬉野町・三雲町・飯南町・飯高町）



■交通
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出典：国土数値情報 R2 緊急輸送道路、R4 鉄道

• 流域における主要な交通施設として、伊勢自動車道、国道23号、国道166号等の幹線道路、
JR紀勢本線、 JR名松線、近鉄山田線などの鉄道が位置しており、多くの橋梁が河川を横過し
ている。

交通網図

伊勢自動車道

JR
紀勢本線

国道23号

県道699号線

県道428号線

県道160号線

県道24号線

JR
名松線

近鉄
山田線

国道166号



• 流域内の土地利用は、昭和62年以降、「田」、「その他の農用地」、「森林」が減少している一
方で、「建物用地」は平成21年時点まで増加傾向が続いているがその後横ばいである。

• 分布域でみると、百々川流域で市街地の拡大が顕著である。

■土地利用の変遷
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流域内における土地利用別の面積割合の変化

出典：国土数値情報 土地利用細分メッシュデータ

※その他の用地：運動競技場、空港、競馬場・野球場・

学校港湾地区・人工造成地の空地等 R3年(2021年)

土地利用図
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■歴史・文化財

14出典：国土数値情報 H26 都道府県指定文化財流域関連市町の文化財位置図

• 流域内における文化財等(国、県、松阪市)として、計34件が挙げられる。
• 向山古墳(むかいやまこふん)は、三渡川上流域の標高50mの丘陵端部頂に位置する前方後方墳

で、1975年に国の指定・登録を受けた史跡である。

3【向山古墳】
（国指定史跡）

※無形民俗文化財3件、個人所有の有形文化財3件

を除く28件の位置を示している。

図面No. 文化財等名称 指定区分 カテゴリー 備考

1 木造阿弥陀如来坐像 国 重要文化財 永善寺

2
松阪市文化財センター
(旧カネボウ綿糸松阪工場綿糸倉庫)

国 登録有形文化財

3 向山古墳 国 史跡

4 阿坂城跡 附 高城跡 枳城跡 国 史跡

5 浄眼寺文書 附 村上源氏北畠系図、神明三物記各１巻 県 有形文化財 浄眼寺

6 無外逸方（北畠政勝）寿像 県 有形文化財 浄眼寺

7 木造薬師如来坐像 県 有形文化財 薬師寺

- 短刀　無銘　伝保昌貞宗 県 有形文化財 個人

- 鐔 県 有形文化財 個人

8 伊勢寺跡 県 史跡

9 松ヶ島城跡 県 史跡

10 瑞巖寺庭園 県 名勝 瑞巖寺

- かんこ踊 県 無形民俗文化財 小阿坂町、松崎浦町、松ヶ島町

11 木造毘沙門天立像 市 有形文化財 最勝寺

12 木造薬師如来立像 市 有形文化財 最勝寺

13 銅造阿弥陀如来坐像 市 有形文化財 真楽寺

14 木造阿弥陀如来坐像 市 有形文化財 真楽寺

15 古田大膳書状 市 有形文化財 松ヶ崎神社

16 銅造阿弥陀如来坐像 市 有形文化財 薬師寺

17 薬師寺本堂並びに仁王門 市 有形文化財 薬師寺

18 木造持国天立像 市 有形文化財 薬師寺

19 銅造釈迦如来坐像 市 有形文化財 薬師寺

20 木造地蔵菩薩立像 市 有形文化財 薬師寺

21 馬場勝兵衛書状 市 有形文化財 松ヶ崎神社

22 銅鐘　天命図書安次作 市 有形文化財 横瀧寺

- 制札 市 有形文化財 個人

23 木造聖観音菩薩立像 市 有形文化財 最勝寺

24 阿射加神社社叢 市 有形文化財 阿射加神社

25 八重田11号墳 市 史跡

26 八重田10号墳（大塚古墳） 市 史跡

27 忘井 市 史跡

28 阪内不動堂境内 市 名勝 華厳寺

- 黒野獅子舞 市 無形民俗文化財 嬉野黒野町

- 津屋城でこさん 市 無形民俗文化財 嬉野津屋城町



農業振興地域の指定状況

■土地利用規制等

15

農業振興地域

資料：国土数値情報 農業地域データ（R1）

都市計画区域

都市計画区域内の用途地域の指定状況
資料：国土数値情報 用途地域データ（R1）

■都市計画区域
• 流域内では、用途地域の設定はわずかであり、下流域の国道23号沿線に準工業地域が南北

に広がるように設定されている。
• ＪＲ・近鉄沿線には、第一種住宅地域、第二種住居地域、第一種中高層住居専用地域、
第二種中高層住居専用地域、準住居地域が密接するように設定されている。
■農業振興地域
• 流域内では、河口部、丘陵部を除くほぼ全域が農業振興地域として指定されている。

国道23号

JR名松線

JR紀勢本線

近鉄山田線



■土地利用規制等

16

自然公園(自然公園法)

出典：国土数値情報
自然公園地域データ、自然保全地域データ(H27)

自然公園(自然公園法)の指定状況

土砂災害警戒区域等鳥獣保護区、保安林

出典：国土数値情報 鳥獣保護区データ(H27)

環境関連法指定状況

出典：国土数値情報 土砂災害警戒区域(R5)

環境関連法指定状況

■自然公園
• 流域西部の山地部の一部は、「自然公園地域（赤目一志峡県立自然公園）」に指定されてい

る。
■鳥獣保護区・保安林
• 中流域の低地の一部は「鳥獣保護区」、流域西部の山地部の一部は、「鳥獣保護区」、「保安

林」に指定されている。

■土砂災害警戒区域等

• 流域西部の丘陵地において、土砂災害警戒区域が存在しており、山地部においては、土砂災

害警戒区域および土砂災害特別警戒区域に指定されている。

赤目一志峡県立自然公園



• 河口では漁港の整備や卸売市場、三渡川を横断するように国道23号が整備されている。
• 近鉄山田線から上流で、河川改修が行われている。

■河道の変遷（三渡川 下流区間(感潮域)～中流区間）

17

三渡川 下流区間(感潮域)～中流区間

昭和36(1961)年

令和2(2020)年

松ヶ崎漁港の整備

卸売市場の整備

河川改修 国道23号整備

宅地の増加

堰や橋の改築



• 5km付近から上流で、河川改修が行われている。
• 河川改修された区間で、河川改修に伴い頭首工や橋が多数改築されている。
• 上流の人家連坦地区への流入を避けるため、準用河川三渡川が整備されている。

■河道の変遷（三渡川 上流区間）

18

三渡川 上流区間

昭和36(1961)年 令和2(2020)年

頭首工や橋の改築

牧場の整備

河川改修



• 流域内は全区間市街化の進行が著しいことや国道23号が整備されている。
• 河口付近は現在河川改修が行われている。

■河道の変遷（百々川 全区間）

19

百々川

昭和36(1961)年

令和2(2020)年

橋の改築

市街化の進行

市街化の進行

市街化の進行

病院の新設

公園の整備

国道23号の整備
河川改修



• 下流区間全てで河川改修が行われている。
• 圃場整備が著しく市街化の進展は少ない。県道59号線等やや架橋が増えている。

■河道の変遷（堀坂川 下流区間）

20

堀坂川 下流区間

昭和36(1961)年

令和2(2020)年 県道59号線の整備

河川改修

橋の改築



• 下流域と同様に圃場整備が進められている。一部に市街化がみられるが限定的
• 一部を除き線形の変化は少なく河川改修は少ない。道路橋の架橋も限定的。

■河道の変遷（堀坂川 上流区間）

21

堀坂川 上流区間

昭和36(1961)年

令和2(2020)年

中学校の新設 河川改修

河川改修

市街化の進行

圃場の整備

圃場の整備

橋の改築

県道147号線の整備

橋の改築



• 河川改修が行われ、下流域は準用河川三渡川と並走している。
• 流域内の圃場整備が進められている。

■河道の変遷（岩内川 全区間）

22

岩内川
昭和36(1961)年

令和2(2020)年

河川改修

圃場の整備

圃場の整備



• 河口付近において、国道23号が整備されている。
• 国道23号から上流側では商業施設の建設や市街化が進んでいる。

■河道の変遷（中川 全区間）

23

中川 昭和36(1961)年

令和2(2020)年

市街化の進行

国道23号の整備

商業施設

商業施設
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■現計画の概要（河川整備基本方針・計画）

• 河川整備基本方針：年超過確率1/30の規模の降雨による洪水を対象とし、
基準地点津屋城（つやじょう）にて計画高水流量280m3/sとしている。

• 河川整備計画：三渡川は、下流の市街地区間（河口～近鉄山田線）は年超過確率1/10、
中上流は年超過確率1/5の規模の降雨による洪水を対象とし、基準地点津屋城（つやじょう）にて
計画高水流量170m3/sとしている。
百々川は、年超過確率1/10の降雨による洪水を対象としている。

河川整備基本方針 河川整備計画

河道への
配分流量
（m3/sec）

洪水調節施設
による調節流量

（m3/sec）

基本高水の
ピーク流量
（m3/sec）

基準地点河川名

280－280津屋城三渡川

基本高水のピーク流量等一覧表 基本高水のピーク流量等一覧表

河道への
配分流量
（m3/sec）

洪水調節施設
による調節流量

（m3/sec）

基本高水の
ピーク流量
（m3/sec）

基準地点河川名

170－170津屋城三渡川

平成21年1月9日策定平成20年9月30日策定 25
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■現計画の施工内容（河川整備計画）

• 三渡川：河川工事区間は1.6ｋ（市道三渡橋下流）～3.2ｋ（岩内川合流点付近）とし、掘削・
引堤・護岸・築堤・橋梁改築を実施している。

• 百々川：河川工事区間は0.0ｋ（河口）～1.0ｋ（国道23号）とし、掘削・引堤・護岸・橋梁改築・
防潮水門の改築を実施している。

進捗率
約70％※

※事業費
鉢ヶ峰

伊勢湾

工事区間②
（掘削・引堤・護岸・
橋梁改築・防潮水門の
改築）

三渡川

洪水対策
実施済区間

（流下能力確保）

工事区間①
（掘削・引堤・護岸・築堤・橋梁改築）

岩
内
川
合
流
点

市
道
三
渡
川
下
流



鉢ヶ峰

伊勢湾

工事区間②
（掘削・引堤・
護岸・築堤・橋
梁改築・防潮水
門改築）

三渡川

洪水対策
実施済区間

（流下能力確保）

工事区間①
（掘削・引堤・護岸・築堤・橋梁改築）

岩
内
川
合
流
点

市
道
三
渡
川
下
流

鉢ヶ峰
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■現計画の進捗状況（河川整備計画）

• 三渡川：工事区間起点付近である市道三渡橋の橋梁架替は平成31年に完了している。
現在は市道三渡橋より上流を河道掘削している。

• 百々川：河口にある百々川防潮水門の改築は平成25年に完了している。
松崎橋の橋梁架替は令和４年に完了しており、現在引堤を実施している。
また、準用河川甚太川合流点付近を改修している。

百々川防潮水門 改築

市道三渡橋 架替

百々川 引堤

松崎橋 架替

準用河川甚太川 合流点付近
河川改修
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A-1.三渡川 上流区間
13%

A-2.三渡川 中流区間
11%

A-3.三渡川 下流区間
20%

B-1.百々川 上流区間
16%

B-2.百々川 下流区間
7%

C.堀坂川
14%

D.岩内川
2%

E.中川
3%

入力不備/無回答
14%
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■第1回アンケート調査概要① 概要/設問内容

回答された 身近な河川

回答数：4,803件（ [回収率: 22.7%]）
集計方法：三渡川水系の流域に含まれる三渡川の

上・中・下流域、百々川の上・下流域、堀坂川、岩内
川、中川、のうち身近な川を選択してもらったうえで
回答を依頼、その結果をもとに回答を集計

有効回答: 
4,130件※

※入力不備/無回答を除く

目的：三渡川水系の河川整備計画に対する住民意識と要望の把握
調査対象地域：三渡川流域（三渡川、百々川、堀坂川、岩内川、中川）
調査期間：2025年4月1日～2025年4月30日
調査方法：
・調査票の配布：三渡川水系の流域に含まれる地区松阪市内 59町 計21,145件
・回答の回収：返信用封筒 or WEBサイトでの回答



30

■第1回アンケート調査概要② 設問内容

二級河川三渡川水系の河川整備計画に関するアンケート
三渡川・百々川・堀坂川・岩内川・中川の川づくりに関する皆様のご意見をお伺いいたします。
各設問について、選択肢のアルファベット(A,B,C等)に〇印をご記入ください。
「その他」を選択された場合は、その具体的な内容もご記入ください。



0 200 400 600 800

阿坂（三渡川[上],岩内川）
伊勢寺（百々川[上],堀坂川,岩内川）

橋西（百々川[上], 堀坂川,中川）
港（百々川[上],百々川[下]）

港橋西（百々川[上]）
松ヶ崎（百々川[下],三渡川[下],中川）

松尾（百々川[上]）
第四（百々川[上]）

中原（三渡川[上],三渡川[中]）
中川（三渡川[上]）
天白（三渡川[下]）

米ノ庄（三渡川[上],三渡川[下],中川）
豊地（三渡川[上]）

豊田（三渡川[上],三渡川[中],三渡川[下]）

A.10代以下 B.20代
C.30代 D.40代
E.50代 F.60代
G.70代以上 無回答
入力不備

163

391

828

133

214

183

248

138

330

620

575

311

105

254

444

995

3497

525

837

462

1170

1018

717

2843

2249

905

251

739

0% 20% 40% 60% 80% 100%

阿坂（三渡川[上],岩内川）

伊勢寺（百々川[上],堀坂川,岩内川）

橋西（百々川[上], 堀坂川,中川）

港（百々川[上],百々川[下]）

港橋西（百々川[上]）

松ヶ崎（百々川[下],三渡川[下],中川）

松尾（百々川[上]）

第四（百々川[上]）

中原（三渡川[上],三渡川[中]）

中川（三渡川[上]）

天白（三渡川[下]）

米ノ庄（三渡川[上],三渡川[下],中川）

豊地（三渡川[上]）

豊田（三渡川[上],三渡川[中],三渡川[下]）
合計 未回答

6

60

174

294

350

213

104

1

4

43

139

334

598

907

1532

44

0 500 1000 1500 2000

A.10代以下

B.20代

C.30代

D.40代

E.50代

F.60代

G.70代以上

無回答/入力不備

デジタル 紙

A.10代以下
0%

B.20代
2%

C.30代
7%

D.40代
13%

E.50代
20%F.60代

23%

G.70代以上
34%

A.10代以下 B.20代 C.30代 D.40代
E.50代 F.60代 G.70代以上 無回答/入力不備
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 30代以上の年齢層を中心とした広い世代から回答が得られた。
 回答者の25.0%からは、デジタルツールで、75.0%からは用紙返送で、それぞれ回答があった。
 全体回答率は22.7%。14地区中10地区から、目標とした20%を超える回答が得られた。

回答された方の年齢構成

回答された方が選択された返送方法（年代別）

■調査結果①｜回答者の属性について

地区別の回答状況（上: 回答率, 下: 回答数)

有効回答: 
4,758件



5

1

17

30

10

15

1

2

26

17

2

12

3

5

13

5

64

19

34

47

9

12

43

50

3

80

22

15

65

15

186

220

142

198

33

38

121

136

91

324

49

47

177

80

94

288

408

107

83

191

30

48

34

409

301

96

11

4

16

48

54

7

17

10

5

5

3

64

10

8

0% 50% 100%

豊田（三渡川[上],三渡川[中],三渡川[下]）

豊地（三渡川[上]）

米ノ庄（三渡川[上],三渡川[下],中川）

天白（三渡川[下]）

中川（三渡川[上]）

中原（三渡川[上],三渡川[中]）

第四（百々川[上]）

松尾（百々川[上]）

松ヶ崎（百々川[下],三渡川[下],中川）

港橋西（百々川[上]）

港（百々川[上],百々川[下]）

橋西（百々川[上], 堀坂川,中川）

伊勢寺（百々川[上],堀坂川,岩内川）

阿坂（三渡川[上],岩内川）

床上浸水被害の経験がある 床下浸水被害の経験がある
自宅周辺で道路冠水などの経験がある 浸水被害はない 32

 現在の住居で床上浸水被害の経験があるという回答は158件（回答全体の3.3%）、床下浸水被
害の経験は440件（回答全体の9.2%） 、自宅周辺での道路冠水などの経験は1,752件（回答全体
の36.5%）であった。

 回答者に占める水害経験者の比率が高かった地区は港区、松ヶ崎地区、米ノ庄地区などの
「三渡川上・下流区間」や「百々川上・下流区間」からの被害報告が多い傾向であった。

 水害の経験は、経年的に徐々に減少していたが、ここ数年で再増加の傾向にあると示された。

現在のお住まいで、水害（家屋の浸水等）にあった経験 水害はいつ頃経験されましたか？

■調査結果②｜これまでの水害経験について

730

643

541

781

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

37年以前（昭和63年以前）

13~36年前（平成元年〜平成24年）

5~12年前（平成25年~令和2年）

4年以内（令和3年以降）

現在のお住まいでの水害経験があった時期

近年になって
再増加の傾向

S63
百々川
排水機場

令和2年
市道三渡橋
旧堤撤去
(河道掘削)

令和元年
市道三渡橋
(橋梁部分)

令和5年
県道松ヶ崎橋

（参考）期間中の河川整備完了状況

平成24年
百々川防潮
水門改築



A.水害に対して安全な川
25%

B.水害に対して不安な川
70%

入力不備/無回答
5%

33

 最も身近な河川に対し、概ね70%が「水害に対して不安な川」と回答した。

 「水害に対して不安な川」の回答数が最も多かったのは「三渡川下流区間」、回答数割合が最も

高かったのは「百々川下流区間」であった。

 両区間は、床上浸水被害、床下浸水被害 、自宅周辺での道路冠水の水害経験者の比率が高い

地区が位置する区間であった。

最も身近な河川が水害に対して安全と感じられるか （右：回答率、左：地区別回答数）

■調査結果③｜水害への不安について

有効回答: 
3,937件

48

32

211

39

147

218

138

206

95

67

403

284

613

726

352

358

12

6

40

12

27

31

30
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E.中川

D.岩内川

C.堀坂川

B-2.百々川 下流区間

B-1.百々川 上流区間

A-3.三渡川 下流区間

A-2.三渡川 中流区間

A-1.三渡川 上流区間

A.水害に対して安全な川 B.水害に対して不安な川 入力不備/無回答



Ａ.洪水
58%

Ｂ.高潮
2%

Ｃ.地震・津波
37%

入力不備/無回答
3%
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 水害に対し不安との回答が多かった、三渡川・百々川における「最も不安に感じる災害」の回答

をみると、「洪水」が58%と高い傾向がみられた。

 洪水への不安は、両河川ともに未整備区間が位置する上流区間で高い傾向がみられ、治水に

おける現状の課題で挙げられた、流下能力が不足する区間と概ね一致している。

 一方で、両河川とも下流区間で「地震・津波」が不安との回答がある。

【洪水】 最も不安な災害を選んだ一番大きな理由（件数）

■調査結果④｜三渡川・百々川における水害への不安

有効回答: 
2,273件

「身近な川に対して最も不安に感じる災害
（上：回答率、下：地区別回答数）

206

505

230

184

240

2

3

25

6

5

69

91

447

153

107

7

14

24

9

6
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B-2.百々川 下流区間

B-1.百々川 上流区間

A-3.三渡川 下流区間

A-2.三渡川 中流区間

A-1.三渡川 上流区間

Ａ.洪水 Ｂ.高潮 Ｃ.地震・津波 入力不備（複数回答など）/無回答

99 85 86

236

96

61
26 56

87

41

19

25
32

18

12

27

23
22

89

38

28

17
19

44

8

6

8

15

31

11

0

100

200

300

400

500

三渡川 上流
区間

三渡川 中流
区間

三渡川 下流
区間

百々川 上流
区間

百々川 下流
区間

入力不備/無回答

E.その他

D.過去に洪水による被害を経験したから。

C.河川堤防、排水機場、水門などの施設が老朽化していると感じるから。

B.川の中に堆積する土砂が多くなっていると感じるから。

A.川幅が狭く堤防が低いと感じるから。
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■調査結果⑤｜三渡川への意見および要望

 治水/整備の意見や要望が多かった。
 「洪水被害」、「堤防/川幅」に関する内容が多く、特に中～下流区間において、川幅が狭く堤

防が低いため、治水対策を進めてほしいとの要望が多く挙がった。

三渡川に対する意見および要望（抜粋）

376

26

87

51

0 50 100 150 200 250 300 350 400

治水/整備に関するもの

水質/水量に関するもの

景観/利用に関するもの

生物/環境に関するもの

102

53

81

91

45

7

0 50 100 150

洪水被害に係るもの

大雨に係るもの

津波/地震に係るもの

堤防/川幅に係るもの

土砂/浚渫に係るもの

維持管理に係るもの

河川改修が完了している河口～市道三渡橋（0k～1.8k）より上流についても治水整備を進め、計
画高水流量に対する流下能力を確保し、地域の要望に応えていく必要がある。

三渡川の川幅を拡げ堤防を高くして、洪水に対応出来る様に早急改修を望む。 (三渡川中流
区間)

三渡川中流から上流では川幅が狭く堤防が整備されていない状態で台風等による洪水時に
は堤防を越水しないか心配。安心できる堤防になるよう川幅を拡げ、土羽からコンクリートに
改築していただきたい。 (三渡川中流区間)



台風大雨により増水してあふれるので住宅地への浸水や国道166号へ水があふれ影響があ
るので改善してほしい。(百々川上流区間)

百々川の長泉寺橋下流は台風、豪雨の度に冠水している。去年も長泉寺下流約150mの所で
道路ののり面が崩れたので、早急に対応をお願いします。(百々川下流区間)

松阪自動車学校前道路の台風時水没をなんとかしてほしいです。台風の度に帰宅出来ませ
ん。新松ヶ島町住人が思っている事だと考えられます。 (百々川上流区間)

百々川が家の裏を流れています。台風、大雨で川が決壊して家の前を水が氾濫します。ぎり
ぎり玄関前で水は止まっていますが、毎回不安です。(百々川下流区間)
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■調査結果⑥｜百々川への意見および要望

 治水/整備の意見や要望が多かった。
 「洪水被害」、「大雨」に関する内容が多く、上下流区間を問わず、浸水被害が頻発しているこ

とから、治水対策を進めてほしいとの要望が多く挙がった。

百々川に対する意見（抜粋）
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維持管理に係るもの

百々川はほとんどの区間が未整備であるため、住民からの要望が多く挙がった国道23号
より上流を目指して治水整備を進めていくことが重要。



Ａ.洪水
83%

Ｂ.高潮
1%

Ｃ.地震・津波
13%

入力不備/無回答
3%
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 「最も不安に感じる災害」の回答をみると、「洪水」が83%と高い傾向がみられた。

 洪水を不安視する理由として、堀坂川および岩内川は、「川の中に堆積する土砂」に関する回答

が最も多く、中川は「川幅の狭さと堤防の高さ」に関する回答が最も多い結果であった。

【洪水】 最も不安な災害を選んだ一番大きな理由（件数）

■調査結果⑦｜堀坂川、岩内川、中川における水害への不安

有効回答: 
550件

「身近な川に対して最も不安に感じる災害
（上：回答率、下：地区別回答数）
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堀坂川 岩内川 中川

入力不備/無回答

E.その他

D.過去に洪水による被害を経験したから。

C.河川堤防、排水機場、水門などの施設が老朽化していると感じるから。

B.川の中に堆積する土砂が多くなっていると感じるから。

A.川幅が狭く堤防が低いと感じるから。



堀坂川は浅くなっている。全域に渡り土砂を掘り起こし「リセット」すると、排水能力も回復するの
ではないか。

堆積土砂が多くて大雨が降ると水量が川岸の上まで来るので、堆積土砂を取ってほしい。
岩内川、堀坂川とも川の中に土砂・ゴミ等が溜まり水の流れを阻害している場所が多くみられる

、整備するだけではなくその後の維持管理が重要と思われる。
中川が氾濫し、道路冠水が頻繁に発生する。中川下流の土砂浚渫をお願いしたい。
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■調査結果⑧｜堀坂川、岩内川、中川への意見および要望

 治水/整備の要望に関する意見および要望が多かった。
 共通して 「洪水被害」、「土砂/浚渫」に関する内容が多く、河道内に堆積した土砂が洪水発生

の要因であるとの意見や土砂浚渫による流下能力の回復の要望が多く挙がっている。

堀坂川、岩内川、中川に対する意見（抜粋）
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堀坂川、岩内川、中川においては、土砂浚渫等の維持管理を実施し、流下能力の維持を図
ることが重要。
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■その他アンケート調査結果の概要

 最も身近な河川の水質は約70%が「ふつう」と回答し、次点が「水が汚い」という
回答であった。

 「水の透明度」に関する意見を水質を選択した理由として挙げる方が多かった。

水質
について

最も身近な河川の自然への印象は69%が「ふつう」で、「自然が豊か」or 「少な
い」はほぼ同数であった。

印象の理由に生物の出現・生息に関する意見を挙げる方が多かった。

最も身近な河川の景色への印象は72%が「ふつう」で、「景色が悪い」という回答
が次いで多い。

「景色が悪い」意見では生物の減少や護岸化などを挙げる方が多かった。

自然・風景
について

最も身近な川に行く頻度は「ほとんど行かない」が50%で最多、川へ訪れる頻度
が高い方が多い区間は三渡川下流、次いで百々川上流、堀坂川だった。

身近な川と感じる方の中で頻度高く利用する方を多く含む区間は百々川下流、
岩内川だった。

河川の利用目的として多かったのは「散歩・ジョギング」、「通勤・通学」であった。
また、「その他」の中で多く挙げられた目的は「買い物」、「堤防道路利用」、「サ
イクリング」などであった。

最も身近な川がなってほしい姿としては、「洪水に対して安全な川」が30%で最多
意見であった。

水害に関する意見のほか、「水がきれいな川」を求める意見も18%と高く、景観
や利用に対する住民の希望の声があると考えられた。

河川利用
について
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• 三渡川水系では、許可水利権6件、慣行水利権13件あり、かんがい用水に利用されている。
• 昭和 47 年に完成した一志南部用水土地改良事業により、北側に位置する雲出川水系中村

川に築造された人造湖（なめり湖）より三渡川流域に送水されており、農業用水の安定供給
が図られている。

■利水の状況（水利権）
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大坪井用水（三渡川4.5k付近）

此亦（しまた）統合堰（堀坂川2.3k付近）

【三渡川水系の水利権状況】

№ 河川名 井堰名 使用目的
取水量
（㎥/s）

かんがい面積
（ha）

1 3号頭首工 かんがい 0.127 56.3

2 2号頭首工 かんがい 0.061 21.8

3 1号頭首工 かんがい 0.157 45.3

4 大坪井用水 かんがい 不明 18.0

5 堀坂川 此
し

亦
また

統合井堰 かんがい 0.114 53.5

6 岩内川 片金井堰 かんがい 0.082 30.0

№ 河川名 井堰名 使用目的
取水量
（㎥/s）

かんがい面積
（ha）

1 風呂屋用水 かんがい 不明 8.0

2 東井用水 かんがい 不明 8.0

3 角田取水口 かんがい 不明 4.0

4 笠屋田取水口 かんがい 不明 4.0

5 上部田取水口 かんがい 不明 10.0

6 砂川原取水口 かんがい 不明 3.0

7 堀の内取水口 かんがい 不明 2.0

8 三反田取水口 かんがい 不明 8.0

9 中ノ庄用水（上大作取水口） かんがい 不明 5.0

10 中ノ庄用水（下大作取水口） かんがい 不明 4.0

11 中ノ庄用水（荒田取水口） かんがい 不明 8.0

12 中ノ庄用水（四ツ橋取水口） かんがい 不明 3.0

13 中ノ庄用水（平川取水口） かんがい 不明 8.0

許可水利権

三渡川

慣行水利権

三渡川

堀坂川



■利水の状況（空間利用）
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• 三渡川の河口域及び堀坂川上流の森林公園付近は散歩、ジョギング、サイクリング等に利用
されている。

• 三渡川の河口域及び三渡大橋付近、中川の国道23号付近では魚釣り、魚採りに利用されて
いるとともに、堀坂川の伊勢自動車道下流付近での「水遊び」などに河川が利用されている。

森林公園からの眺望
（松阪市森林公園HPより）

三渡川

散歩、ジョギング、
サイクリング等

魚釣り、魚採り

水遊び

森林公園
散歩、ジョギング、

サイクリング等

三渡川下流部の様子
（市道三渡橋より下流写す）



■利水の現状と課題まとめ
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内 容項 目

 三渡川は、許可水利権4件、慣行水利権2件があり、約157haの耕地
のかんがい用水として利用されている。

 堀坂川は許可水利権1件、慣行水利権11件があり、約113haの耕地
のかんがい用水として利用されている。

 岩内川は許可水利権1件があり、約30haの耕地のかんがい用水とし
て利用されている。

 アンケート結果では、回答者の約40％が散歩やジョギングの目的
で河川空間を利用しており、約30％が通勤・通学のルートとして
利用していることが示された。

現 状

 利水の効率化を促進し、既得水利の取水が安定的になされ、かつ
良好な水環境の維持・改善課 題

【利水】
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■環境調査の概要

45
環境調査等実施状況

• 平成20年の河川水辺の国勢調査(魚類)では、三渡川2地点、百々川および堀坂川各1地点
で調査を実施。

• 令和6年11月5～6日に魚類調査・環境DNA調査、11月11～12日に魚類以外の調査を実施。



■環境（三渡川：河川環境）
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□下流区間（感潮域）：流れ
は緩やかで河床材料は砂
泥。干潮時に一部干潟あり

三渡大橋下流から上流方向 岩内川合流点から上流方向 三蔵橋から上流方向

巡見橋から下流方向 三蔵橋から下流方向

□中流区間：流れは緩やか
で河床材料は砂泥。一部
にオギ群落あり。

□上流区間：澪筋の蛇行によ
り流れは多様で河床材料は
砂礫。ツルヨシ群落あり

下流区間(感潮域)の状況 中流区間の状況 上流区間の状況

岩内川合流点から下流方向



■環境（三渡川：魚類）
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カマキリ（下流）

カダヤシ（下流・中流）

ミナミメダカ（下流・中流）

ブルーギル（下流・中流）

主な重要種（魚類） 特定外来生物（魚類）

ニホンウナギ（下流・中流）

コウライモロコ（中流） オオクチバス（中流）

現地踏査・環境DNA・H20水国 現地踏査・環境DNA・H20水国

H20水国 H20水国

現地踏査・H20水国現地踏査・環境DNA・H20水国

環境DNA・H20水国

• 現地踏査・環境DNA調査で、33種の魚類が確認され、このうち重要種は、二ホンウナギ、ヤリ
タナゴ、ホトケドジョウ、ミナミメダカ、クロヨシノボリの5種、特定外来生物は、カダヤシ、ブルー
ギル、オオクチバスの3種であった。下流域は、マハゼ等汽水域の代表的な種、中流域は、チ
チブ等の回遊魚、タモロコ等の純淡水魚を確認。

• H20河川水辺の国勢調査で、30種の魚類が確認され、このうち重要種は、ニホンウナギ、コウ
ライモロコ、ミナミメダカ、クルメサヨリ、カマキリの5種、特定外来生物は、カダヤシ、ブルーギ
ル、オオクチバスの3種であった。



■環境（三渡川：その他生物）
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• 現地踏査で、108種の生物が確認された（魚類13種を除く）。
• 重要種は、タケノコカワニナ、アリアケモドキ、アキアカネ、シロチドリ、ホウロクシギ、ハマシギ

、ミサゴ、ハイタカ、ニホンイシガメの計9種を確認。
• 特定外来生物は、ミシシッピアカミミガメ、アライグマの2種を確認。
• ホオジロなどの草地性鳥類がみられるほか、クロベンケイガニなど汽水域の代表的な種もあり

ミシシッピアカミミガメ（全区間） アライグマ（全区間）

主な重要種（魚類以外）

特定外来生物（魚類以外）

画像出典：環境省提供資料

タケノコカワニナ（下流・中流） アリアケモドキ（中流） アキアカネ（全区間） シロチドリ（下流） ホウロクシギ（下流）

ハマシギ（下流） ミサゴ（下流） ハイタカ（中流） ニホンイシガメ（上流）



下流端の水門

■環境（百々川：河川環境）
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□下流区間（感潮域）：流れ
は緩やかで河床材料は砂
泥。ヨシ群落あり。

□上流区間：1.8kから上流端の区間。水深が浅く流れは緩や
かで河床材料は砂礫。横断構造物が点在する。一部に沈水
植物のオオカナダモ群落がみられる。

下流区間(感潮域)の状況 上流区間の状況

塚本橋から下流方向

甚太川合流点から下流方向 百々川橋から下流方向 上流端から下流方向

百々川橋から上流方向



■河川環境（百々川：魚類）
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カダヤシ

アシシロハゼ

ブルーギル

主な重要種（魚類） 特定外来生物（魚類）

ニホンウナギ ミナミメダカ

• 現地踏査・環境DNA調査で、26種の魚類が確認され、このうち重要種は、二ホンウナギ、ヤリ
タナゴ、ドジョウ、ギギ、ミナミメダカの5種、特定外来生物は、カダヤシ、ブルーギルの2種で
あった。

• H20河川水辺の国勢調査で、 26種の魚類が確認され、このうち重要種は、二ホンウナギ、ア
シシロハゼの2種、特定外来生物は、カダヤシ、ブルーギル、オオクチバスの3種であった。

オオクチバス

環境DNA・H20水国 現地踏査

H20水国

現地踏査・環境DNA・H20水国 環境DNA・H20水国

H20水国



■河川環境（百々川：その他生物）
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主な重要種（魚類以外）

• 現地踏査で54種の生物が確認された(魚類3種を除く)。
• 重要種は、マツカサガイ東海固有種、オオタカの2種を確認。
• 特定外来生物は、ミシシッピアカミミガメ、ヌートリアの2種を確認。
• 水深が深く緩やかな流れでカモ類などの鳥類がみられる。

特定外来生物（魚類以外）

ミシシッピアカミミガメ ヌートリア

マツカサガイ東海固有種 オオタカ

画像出典：環境省提供資料



■河川環境（堀坂川：河川環境）

52

□全区間：流れは多様で河床材料は砂礫。護岸はコンクリート、ブロック積、ブロック張。中洲や
寄り洲は、ツルヨシ等が分布する。全区間で農地に囲まれ、農業用堰や床固等の構造物が多
数存在する。

三渡川合流点上流から上流方向 JR名松線から上流方向 5.9kから上流方向

三渡川合流点上流から下流方向 上流端から下流方向

堀坂川の状況

JR名松線から下流方向



■環境（堀坂川：魚類）
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• 魚類調査・環境DNA調査で、22種の魚類が確認され、このうち重要種は、二ホンウナギ、ヤリ
タナゴ、ドジョウ、ホトケドジョウ、ギギ、カワアナゴ、クロヨシノボリの7種、特定外来生物は、
カダヤシの1種であった。ギンブナ、カマツカ等の淡水魚が確認された。

• H20河川水辺の国勢調査で、22種の魚類が確認され、このうち重要種は、二ホンウナギ、カ
ワヒガイ、ミナミメダカの3種、特定外来生物は、ブルーギル、オオクチバスの2種であった。

カダヤシ

ミナミメダカ（下流・中流）

ブルーギル

主な重要種（魚類） 特定外来生物（魚類）

ニホンウナギ

ヤリタナゴ

オオクチバスカワヒガイ

ギギ

現地踏査・環境DNA・H20水国

現地踏査・環境DNA

H20水国

現地踏査

H20水国

現地踏査・環境DNA

H20水国

H20水国



■環境（堀坂川：その他生物）
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• 現地踏査で、85種の生物が確認された（魚類10種を除く）。
• 重要種は、アキアカネ、ヤマトアシナガバチ、ハイタカ、ニホンスッポンの計4種を確認。
• 特定外来生物は、ミシシッピアカミミガメ、ヌートリア、アライグマの3種を確認。

ミシシッピアカミミガメ（全区間）
アライグマ

主な重要種（魚類以外）

特定外来生物（魚類以外）

画像出典：環境省提供資料

アキアカネ ヤマトアシナガバチ ハイタカ

ヌートリア

画像出典：環境省提供資料



■環境（岩内川：河川環境）
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□全区間：水深は浅く流れは緩やかで河床材料は砂礫。護岸はコンクリート、ブロック積。中洲
や寄り洲は、ツルヨシ群落が分布する。横断構造物は上流端に1箇所のみ位置する。

三渡川合流点 0.65kから上流方向 JR名松線から上流方向

下流端から上流方向 JR名松線から下流方向

岩内川の状況

0.65kから下流方向



■環境（岩内川：魚類・その他生物）
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主な重要種（魚類以外）

• 魚類調査・環境DNA調査で、21種の魚類が確認された。
• 重要種は、二ホンウナギ、ホトケドジョウ、クロヨシノボリの3種、特定外来生物は、カダヤシ、

ブルーギルの2種を確認。ただし、重要種も特定外来生物も環境DNA調査でのみの確認。
その他、カワムツ等の淡水魚、ゴクラクハゼ等の汽水魚が確認された。

• 魚類以外の生物では、現地踏査で58種の生物が確認された。重要種は、アキアカネの1種、
特定外来生物は、アライグマの1種を確認。

特定外来生物（魚類以外）

アライグマアキアカネ
画像出典：環境省提供資料



■環境（中川：河川環境）

57

□全区間：水深は多様で流れは緩やかで、河床材料は砂泥。護岸はブロック積、ブロック張。中
洲や寄り洲には、ミゾソバ群落等が分布する。横断構造物はみられない。

下流端の水門 中川橋から上流方向 県管理区間上流端から上流方向

下流端から上流方向 県管理区間上流端から下流方向

中川の状況

中川橋から下流方向



■環境（中川：魚類・その他生物）
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• 魚類調査・環境DNA調査で、14種の魚類が確認された。
• 重要種は、二ホンウナギ、ヤリタナゴ、ミナミメダカの3種を確認。
• 特定外来生物は、カダヤシ、ブルーギルの2種を確認。ただし、二ホンウナギ、ヤリタナゴ、カ

ダヤシ、ブルーギルは環境DNA調査でのみの確認。
• 魚類以外の生物では、現地踏査で53種の生物が確認された。重要種は、フサモ、アキアカネ

の2種、特定外来生物は、ミシシッピアカミミガメ、ヌートリアの2種を確認。

ヌートリア
アキアカネ 画像出典：環境省提供資料

ミシシッピアカミミガメ

主な重要種（魚類） 主な重要種（魚類以外） 特定外来生物（魚類以外）

ミナミメダカ フサモ



■河川水質の推移（水質調査）
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三渡川水系の水質調査地点位置図

• 三渡川、百々川、堀坂川、岩内川、中川に係る環境基準は類型指定が行われていないが、各
河川に1箇所の水質基準点を設置して、松阪市により水質の監視が行われている。



■河川水質の推移（水質調査）

60

• BODにおいて、三渡川、堀坂川は経年的に安定しており、いずれの値も環境基準A類型相当
を満足する値となっている。

• 一方、百々川、岩内川、中川は経年的に不安定である。
百々川は、令和2年に大幅な増加がみられるがそれ以外はB類型相当である。
岩内川は、平成30年・令和元年に大幅な増加がみられるがそれ以外は概ねA類型相当。
中川は、直近の3年程度はC類型相当である。

• 三渡川、百々川における平成17年(現行整備計画策定時)と近年を比較すると、大きな変化
はみられない。
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H16 H17 H18～H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

BOD経年変化

三渡川／三渡橋 ※百々川／国道23号付近 堀坂川／船橋 岩内川／新落合橋 中川／中川樋門

※R3以降は百々川橋
（mg/L）

AA類型 ︓1.0mg/L 以下
A類型 ︓2.0mg/L 以下
B類型 ︓3.0mg/L 以下

C類型 ︓5.0mg/L 以下

D類型 ︓8.0mg/L 以下

16

三渡川水系のBODの経年変化

調
査
未
実
施



■環境の現状と課題まとめ
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内 容項 目

 下流域は感潮区間であり、小規模な干潟がみられ、マハゼやクロベ
ンケイガニなど汽水域の代表的な種がみられる。

 中流域はオギ群落やチガヤ群落がみられ、ホオジロなどの草地性鳥
類がみられるほか、水域では、チチブ等の回遊魚、タモロコ等の純
淡水魚と、多様な魚類相を呈する。

 上流域は水際や中州でツルヨシ群落がみられるほか、澪筋の蛇行に
より瀬淵が創出され水深や流れが多様となっている。

 良好な水質（A類型相当）が維持されている。
 アンケート調査では、アンケート調査では、回答者の約70％が河川

環境や景色に対し、「ふつう」と感じていることが示された。

現 状

【三渡川】

【百々川】
内 容項 目

 下流域は河口域でヨシ群落などの水際植生があり、水深が深く緩や
かな流れでカモ類などの鳥類がみられるほか、水域ではミナミメダ
カなど緩やかな流れを好む魚種がみられる。

 上流域は､水深が浅く緩やかながれとなっており､一部に沈水植物の
オオカナダモ群落がみられる。

 直近の3年程度はB類型相当の水質となっている。
 アンケート調査では、アンケート調査では、回答者の約70％が河川

環境や景色に対し、「ふつう」と感じていることが示された。

現 状



■環境の現状と課題まとめ
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内 容項 目

 全区間で農地に囲まれ、農業用堰や床固等の構造物が多数存在し、
水域ではニホンウナギ等の回遊魚、ギンブナ、カマツカ等の淡水魚
がみられる。

 良好な水質（A類型相当）が維持されている。
 アンケート調査では、アンケート調査では、回答者の約70％が河川

環境や景色に対し、「ふつう」と感じていることが示された。

現 状

【堀坂川】

内 容項 目

 全区間で水深は浅く流れは緩やかで、水際にはツルヨシ群落がみら
れるほか、水域ではカワムツ等の淡水魚、ゴクラクハゼ等の汽水魚
がみられる。

 直近の3年程度はB類型相当の水質となっている。
 アンケート調査では、回答者の約70％が河川環境や景色に対し、

「ふつう」と感じていることが示された。

現 状

【岩内川】



■環境の現状と課題まとめ
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内 容項 目

 全区間で水深は多様で流れは緩やか、水際にはミゾソバ群落がみら
れるほか、水域ではミナミメダカ等緩やかな流れを好む魚種がみら
れる。

 直近の3年程度はC類型相当の水質となっている。
 アンケート調査では、アンケート調査では、回答者の約70％が河川

環境や景色に対し、「ふつう」と感じていることが示された。

現 状

【中川】

内 容項 目

 自然環境・利水面との調和を図りつつ、維持管理に努める。
 水質の維持課 題

共通課題
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■既往洪水の被害状況

65

• 近年の洪水被害としては、平成16年9月台風21号の襲来により、百々川の越水による道路
の冠水や、内水氾濫による集落の孤立化などが生じている。

• その後も平成26年8月、平成29年10月にも内水氾濫による床上浸水が生じている。
• 令和に入って以降では、令和6年8月台風10号で、冠水被害が発生している。

流域における洪水被害等
【平成16年台風21号 内水被害】

（三渡川：津屋城地内）

【令和6年台風10号 内水・外水被害】
（百々川：松ケ島町地内・市道長泉寺線）

発生年月 原因 被害場所 被害状況

明治3年9月
大雨暴風雨
大津波

鵲村（現三雲地区笠松付近） ・全破堤、全村壊滅

昭和27年 台風13号 三渡川河口部（松ヶ島地区） ・堤防決壊7ヶ所、床上浸水453戸、床下浸水107戸

昭和34年8月 台風7号 八重田地先
・堀坂川の右岸66m、左岸100mの破堤

・堀坂川の右岸24mの半壊

昭和34年9月
台風15号
（伊勢湾台風）

松ヶ島地区（海岸部） ・堀坂川右岸など市内河川22ヶ所で被害

昭和51年9月 台風17号及び豪雨 三渡川ほか　 ・床下浸水433戸、床上浸水20戸

昭和57年7月～8月
豪雨、落雷、風浪

台風10号

・三渡川流域内での水害区域面積850ha

・床下浸水481戸、床上浸水142戸

平成5年11月 豪雨及び風浪 百々川 ・床下浸水20戸

平成6年9月 台風26号 甚太川　内水 ・道路冠水

平成7年5月 豪雨 百々川　内水 ・床下浸水1戸

平成10年5月 その他の異常気象 百々川　内水 ・床下浸水2戸

平成10年9月 豪雨及び台風5号 百々川　内水 ・床下浸水7戸

平成11年4月 豪雨 百々川　内水 ・床下浸水1戸

平成12年9月 豪雨及び台風14号 百々川ほか　内水 ・床下浸水56戸、床上浸水5戸

平成13年8月 豪雨及び台風11号 三渡川ほか　内水 ・道路冠水

平成13年9月 豪雨及び台風15号 岩内川　内水 ・道路冠水

平成16年9月 豪雨 内水 ・床下浸水4戸

平成16年9月 台風21号 松ヶ崎地区、津屋城地区、溢水・内水 ・床下浸水136戸、床上浸水31戸

平成26年8月 台風10号、11号 三渡川　内水 ・床上浸水25戸、床下浸水22戸

平成28年9月 台風18号 長泉寺地区、松ヶ島地区他　内水 ・道路冠水

平成29年10月 台風21号 三渡川、百々川内水 ・床上浸水36戸、床上浸水24戸

令和6年8月 台風10号 百々川　内水・外水 ・道路冠水

出典：「水害統計」他



■河川改修の経緯
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• 三渡川は、昭和40年から
災害関連事業、昭和47年・
昭和51年よりそれぞれ改
修事業として着手し、現在
も継続中である。

• 百々川は、昭和52年より
高潮対策として排水機場
及び松ヶ崎水門が整備さ
れた。昭和63年より河川改
修として着手し、現在も継
続中である。

• 堀坂川・岩内川・中川では
災害関連事業等により河
川改修されている。

• 近年では、平成26年8月台
風10号、11号による浸水
被害を契機に「松阪地区
浸水対策検討会」が発足。
県・市の連携を強化。



■内水処理事業の沿革
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• 三渡川周辺は低平地の
ため内水区域となってお
り、排水機場が整備され
ている。

• 昭和40年代は、湛水防
除事業として排水機場の
整備がなされた（田村、
上之庄、中之庄、中原、
津屋城、小津、六軒、松
ヶ崎）。

• その後昭和50年代より、
さらにポンプ能力が増強
されている（田村、上之庄
、中之庄、津屋城）。

■ポンプ排水区域

小津
P

松ヶ崎PP
六軒

P
津屋城

P中原

田村 上之庄
P P

中之庄
P



□三渡川水系の洪水に対する避難については
、三渡川嬉野田村観測所の水位により判断
を行っている。

□洪水時の河川状況を把握するため、三渡川
田村橋上流や百々川長泉寺橋等に河川監
視カメラを設置し、専用サイトで配信してい
る。

□松阪市では三渡川水系の洪水ハザードマッ
プを発行し、浸水が予想される区域や避難
場所、避難経路などの住民の避難に資する
情報を提供している。

■三渡川流域の治水（ソフト対策の状況）
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松阪市 洪水ハザードマップ
（三渡川水系）

嬉野田村観測所名
2.99m氾濫危険水位
2.59m避難判断水位
2.39m氾濫注意水位

1.79m水防団待機水位

出典：松阪市洪水ハザードマップ（R2年発行）を加工

嬉野田村水位観測所

カメラによる画像の配信
長泉寺橋カメラ

田村橋上流カメラ

出典：川の防災情報



□松阪圏域では、近年の全国的な激甚水害の頻発等を踏まえ、流域に関わるあらゆる関係者
が協働して水災害対策を行う流域治水を進めるため、松阪圏域二級水系流域治水プロジェク
トを策定している。このプロジェクトに基づき、河川改修などハード対策や、田んぼダムや農業
用ため池の活用等の洪水をなるべく減らすための取組や、 ハザードマップ作成や河川管理カ
メラの設置等の被害軽減のため取組を進めている。

■三渡川流域の治水（流域治水）

69出典：松阪圏域 二級水系流域治水プロジェクト 令和６年６月 三重県 （抜粋）

【松阪市】
・立地適正化計画の検討
・都市マスタープランの作成
【三重県】
・立地適正化計画の策定支援

洪水をできるだけ防ぐ・減らすための対策

被害対象を減少させるための対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

【松阪市】
・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進
・ハザードマップ（洪水、ため池）の作成

【三重県】
・危機管理型水位計・簡易型河川監視カメラの設置と情報提供
・洪水浸水想定区域図作成と情報提供
・要配慮者利用施設における避難計画策定支援

【三重県】
・三渡川、百々川：河道掘削、河道拡幅、護岸整備、

橋梁改築、耐震対策
・堀坂川、中川：護岸整備
・百々川：施設の延命化
【松阪市】
・準用河川甚太川：護岸整備



■高潮・津波対策の状況
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□百々川排水機場昭和52年からの高潮対策で改修されたが耐震性能が不足している。

□百々川防潮水門が平成25年に改築・耐震化された。

□高潮・津波のソフト対策として、松阪市では高潮・津波ハザードマップを発行し、浸水が予

想される区域や避難場所、避難経路等の住民避難に資する情報を提供している。

松阪市高潮ハザードマップ（2023.9版）

百々川 防潮水門

百々川防潮水門

三渡川
百々川排水機場

百々川 排水機場



■現況流下能力(1/2)

71現況流下能力図（三渡川）

【百々川】

現況流下能力図（百々川）

【三渡川】

岩内川

河口～甚太川合流
点付近は、松崎橋の
架替が完了。引堤が
完了することで1/10
以上

松崎橋上流は1/2以下

国道23号近鉄山田線

• 三渡川は、河口～市道三渡橋（1.8k）で市道三渡橋架替が完了、整備計画規模1/10以上を有する。
巡見橋付近（2.2k）～近鉄山田線（2.6k）は未改修で、1/2～1/5程度。
近鉄山田線（2.6k）より上流は未改修で、概ね1/2以下。

• 百々川は、河口～甚太川合流点付近（0.6k）で河川改修を進めており、引堤完了後1/10以上を
確保する。

• 松崎橋（0.2k）より上流は未改修で、1/2以下と計画高水流量に対する流下能力が不足。

堀坂川
巡見橋

流下能力不足 流下能力不足

近鉄山田線

河口～市道三渡
橋は、市道三渡
橋の架替が完了
し1/10以上 巡見橋付近～

堀坂川合流点
は1/2~1/5程度

市道三渡橋～
巡見橋付近は
河道掘削中

近鉄山田線～岩内
川合流点は1/2以下

JR紀勢本線

市道三渡橋

松崎橋



• 堀坂川は、河口は1/30であるが、それより上流は1/2～1/5程度（堤防高評価なら1/10以上）
• 岩内川は、中流部は1/2程度、堤防高評価は1/5以上の箇所がある。
• 中川は、河口～0.2kは1/30であるが、それより上流は1/2以下の流下能力である。

■現況流下能力(2/2)

72

【岩内川】【堀坂川】

【中川】

河口は1/30以上 1/2～1/5程度 堤防高評価は1/10以上 中流部は1/2程度 堤防高評価は1/5以上の箇所
がある。

河口から0.2kmは1/30以上
それより上流は1/2以下

流下能力不足

流下能力不足

流下能力不足
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■河川整備基本方針の見直しに関する提言

74

• 国の「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」による提言では、現在の河川整備
計画はまだ整備途上であり、すべての河川整備基本方針を直ちに見直す必要性はない。

• 基本方針流量を超過する洪水が発生した場合や河川整備が進捗し、新たな段階に進む場
合には、気候変動の影響を踏まえて河川整備基本方針の見直しを行うべきとされている。

気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言（令和3年4月改訂）

（R4委員会資料）



■河川整備計画の見直しに関する提言

• 国の「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」による提言では、河川整備計画に
ついては、整備計画の早期達成を目指すとともに、合わせて気候変動の影響も考慮した計
画に見直していく必要があるとされている。

気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言（令和3年4月改訂）

75

（R4委員会資料）



■気候変動への対応方針
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出典：「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」提言
（令和３年４月改訂）国土交通省
（https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_
blog/chisui_kentoukai/index.html）

• 気候変動を考慮した計画雨量の検討方針
→ 「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」による提言や、国の見直し事例では、気
温2℃上昇時の降雨量変化倍率を1.1倍とし、降雨データは2010年までのデータを使用している
→以上より、三重県においても2010年までの降雨データを使用し、1.1倍した雨量を計画に用

いることとする。

（R4委員会資料）



■気候変動への対応方針

• 気候変動考慮後の整備計画流量が現行の基本方針計画流量以上になる場合、現行の河川
計画からの手戻りが生じないよう、基本方針計画流量を超える分をどのように受け持つか、
洪水調節施設を視野に入れた河川の配分流量から再検討する必要がある。

• このため、気候変動考慮後の整備計画流量が現行の基本方針計画流量を上回る場合には、
河川整備基本方針も見直す。

基本方針計画流量を超えない場合 基本方針計画流量を超える場合
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基本方針計画流量
(1/30)(m3/s)

整備計画流量
(1/5)(m3/s)

280 170

基本方針計画流量
(1/30)(m3/s)

整備計画流量
(1/4)(m3/s)

280 300

現行

気候変動考慮後

基本方針計画流量
(1/30)(m3/s)

整備計画流量
(1/5)(m3/s)

280 170

基本方針計画流量
(1/30)(m3/s)

整備計画流量
(1/4)(m3/s)

280 170

現行

気候変動考慮後

基本方針も見直す

＜



三渡川流域
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■計画降雨

観測期間観測所

明治23年（1890）- 令和6年（2024）：N=135津（気象庁）

平成3年（1991）-令和6年（2024）：N=34松ヶ崎（三重県）

平成13年（2001）-令和6年（2024）：N=24小阿坂（三重県）

津観測所雨量と流域平均雨量の比較

• 現計画では、津観測所の明治38年～平成13年のデータより作成した降雨強度式を使用。
• 流域内にある松ヶ崎雨量観測所は平成3年から、小阿坂雨量観測所は平成13年から観測開

始しており平成22年（2010）まで標本数が少ない。
• 津観測所と三渡川の流域平均雨量の相関は、短時間及び長時間ともに高い。
• 今回の河川整備計画は、津雨量観測所の雨量データを平成22年（2010）まで延伸して作成し

た降雨強度式を１.１倍し、気候変動を考慮した降雨として使用する。

y = 0.841x + 14.786

R² = 0.6715
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60分最大雨量の比較

相関係数：0.82

y = 0.9574x + 26.31

R² = 0.7134
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雨量観測所位置図
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■高水の算定手法

• 流出計算手法は合理式とする。Q（m3/s）=1/3.6*（流出係数）*i（降雨強度mm/hr）*A（km2）

• 高水算定地点の降雨強度は、津観測所の降雨強度式（気候変動考慮）より算定する。
• 内水区域については、ポンプ排水量を加算する。

例）基準地点：津屋城
・洪水到達時間：69分
・降雨強度：

43.7mm/ｈｒ：現在気候
48.1mm/ｈｒ：気候変動考慮

※気候変更考慮＝現在気候×1.1

三渡川

流域分割図（計画高水流量）

津屋城

■

小津

●

河口

●

■ 基準地点

● 主要地点

内水区域



山地, 

24%

水田, 

41%

畑・原

野, 10%

市街地, 

23%

水面, 

2%

三渡川

今回計画（将来土地利用）

山地, 

22%

水田, 

50%

畑・原

野, 8%

市街地, 

18%

水面, 

1%

三渡川

既往計画（将来土地利用）
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■将来土地利用

• 三渡川の現況市街地面積は、現計画で想定された将来市街地面積を上回っているため、最
新の土地利用データを用いて将来土地利用の見直しを行う。

• 将来市街化想定は、R3土地利用メッシュデータによる現況市街地に加え、市街化区域が全
て市街化する想定とする。

本計画の将来土地利用（現況市街地＋市街化区域全域市街化）現計画の将来土地利用（現況市街地＋市街化区域全域市街化）

※国土地理院細分メッシュデータより作成※出典：河川整備計画参考資料

将来土地利用の
見直しにより

流出係数が増加

流出係数：0.71 流出係数：0.72
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• 三重県における河川整備計画規模の設定フロー（案）に基づき評価すると、市街地部である
三渡川の近鉄山田線下流及び、百々川の整備計画規模は1/10が適切である。

三渡川における目標規模の設定 百々川における目標規模の設定

ＮＯ

YES
河川整備計画：1/10

YES

YES
ＮＯ

No

YES

ＮＯ

YES

ＮＯ

NO

YES

YES

ＮＯ

対象河川に主たる流域が県庁所在地
（津市）である

1/20とする

1/10とする

既定計画がある
既定計画の計画規模は妥当で

ある

既定計画規模とする

近年水害により、人命が失われる等
甚大な被害が発生している

発災時の実績降雨を参考に計
画規模を検討する

現況流下能力が概ね1/10を満足して
いる

地域性や他の計画や近接河川
との整合性を考慮して、計画

規模を検討する

地域性や他の計画と比較して、1/10
とすることが、適当である

ＳＴＡＲＴ

当面治水対策を実施する予定がある 現況流下能力とするＮＯ

YES 近鉄下流：1/10
近鉄上流：1/5

YES

YES
ＮＯ

No

YES

ＮＯ

YES

ＮＯ

NO

YES

YES

ＮＯ

現況流下能力が概ね1/10を満足して
いる

地域性や他の計画や近接河川
との整合性を考慮して、計画

規模を検討する

地域性や他の計画と比較して、1/10
とすることが、適当である

ＳＴＡＲＴ

当面治水対策を実施する予定がある 現況流下能力とする

対象河川に主たる流域が県庁所在地
（津市）である

1/20とする

1/10とする

河川整備計画

既定計画がある
既定計画の計画規模は妥当で

ある

既定計画規模とする

近年水害により、人命が失われる等
甚大な被害が発生している

発災時の実績降雨を参考に計
画規模を検討する

■工事区間における計画規模の設定理由
（三渡川：近鉄下流区間、百々川：国道23号下流区間）



計画規模:W=1/4 計画規模:W=1/10

津屋城
■

小津
●

河口
●

基本方針(既往計画) 280 ― 480 ― 710

整備計画(既往計画) 170 330 380 ― 三渡川 550

整備計画(見直し計画) 170 350 400 410 600

―

120

130

―

90
100

―

―

100

岩

内
川

堀

坂
川

百
々
川

中
川

甚太川(準)

JR
紀
勢
本
線

近
鉄
山
田
線

国道23号

計画
規模
W=1/10
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■基本高水流量(案)の概要

• 三渡川における気候変動を考慮した基本高水流量（案）は、基準地点（津屋城）にて190m3/s
• 基本高水流量は、全ての地点において整備計画計画高水流量（現計画）と同じか上回る。
• 基本高水流量は、全ての地点において基本方針計画高水流量（現計画）を上回る区間はな

い。

凡 例
1段目：基本方針（現計画）
2段目：整備計画（現計画）
3段目：整備計画（基本高水、気候変動考慮）
■：基準地点
●：主要地点

基本方針（現計画）
整備計画（現計画）
整備計画（基本高水、気候変動考慮） 190

1/5



計画規模:W=1/4 計画規模:W=1/10

津屋城
■

小津
●

河口
●

基本方針(既往計画) 280 ― 480 ― 710

整備計画(既往計画) 170 330 380 ― 三渡川 550

整備計画(見直し計画) 170 350 400 410 600

―

120

130

―

90
100

―

―

100

岩

内
川

堀

坂
川

百
々
川

中
川

甚太川(準)
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勢
本
線

近
鉄
山
田
線

国道23号

計画
規模
W=1/10
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■計画高水流量(案)の概要

• 三渡川流域では遊水地等の洪水調節施設の整備は行わないことから、基本高水流量と計画
高水流量は同じとなる。

• 気候変動を考慮した計画高水流量（案）は、基準地点（津屋城）にて190m3/sとなる。

凡 例
1段目：基本方針（現計画）
2段目：整備計画（現計画）
3段目：整備計画（計画高水、気候変動考慮）
■：基準地点
●：主要地点

基本方針（現計画）
整備計画（現計画）
整備計画（計画高水、気候変動考慮） 190

1/5



■現況流下能力（三渡川）気候変動考慮後
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現況流下能力図（三渡川）

• 三渡川は、工事済区間（河口～市道三渡橋区間）は、気候変動考慮後の降雨（1/10確率）に対
して流下能力を確保している。

• 市道三渡橋から上流は、気候変動考慮後の降雨（1/10確率）に対して流下能力不足である。
• 近鉄山田線から上流は、気候変動考慮後の降雨（概ね1/5確率）に対して流下能力不足である。

【三渡川】

整備計画の
工事区間 工事区間外

整備計画の
工事済区間

洪水対策実施済区間
の再対策は不要

市道三渡橋から下流を望む

流下能力確保

流下能力不足



■現況流下能力（百々川）気候変動考慮後
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現況流下能力図（百々川）

• 百々川は、河口～国道23号（1.0k）で河川改修を進めており、改修完了後1/10以上を確
保する。

• 松崎橋の架替えは完了しているが、引堤が残る。
• 松崎橋上流～国道23号上流区間は河道を付け替える区間である。
• 全川で、気候変動考慮後の降雨（1/10確率）に対して流下能力不足である。

【百々川】 工事区間外

松崎橋から下流を望む

松崎橋は架替済み

現整備計画の
工事区間

流下能力不足



■治水の現状と課題まとめ
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内 容項 目

 河口～市道三渡橋（0k～1.8k）において河川改修が完了しており、現行
の河川整備計画の計画高水流量（1/10確率）以上の流下能力を有してい
る。

 巡見橋付近より上流（2.6k～）は、計画高水流量に対する流下能力が不
足している。

 近年、浸水被害が発生している。
 アンケート結果では、回答者の約70％が洪水に対して不安を感じており、

その理由として、「川幅が狭く堤防が低いこと」が約40％を占めていた。

現 状

 流下能力不足区間の早期解消
 気候変動を踏まえた治水計画の見直し

課 題

【三渡川】

【百々川】
内 容項 目

 河口～松崎橋（-0.07k～0.2k）において松崎橋架替が完了し、引堤後、
整備計画規模（1/10確率）以上の流下能力を有する見込み。多くの区間
は未改修の状況であり、計画高水流量に対する流下能力が不足している。

 近年、浸水被害が頻発している。
 流下能力向上に伴い、高潮時に下流部の浸水が増大する懸念がある。
 百々川排水機場は耐震性能不足である。
 アンケート結果では、回答者の約80％が洪水に対して不安を感じており、

その理由として、「川幅が狭く堤防が低いこと」が約50％を占めていた。

現 状

 流下能力不足区間の早期解消
 整備計画対象区間の見直し検討
 気候変動を踏まえた治水計画の見直し
 百々川排水機場の排水能力に関する影響検討
 百々川排水機場の耐震対策の推進

課 題



■治水の現状と課題まとめ
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【堀坂川・岩内川・中川】
内 容項 目

 堀坂川及び中川は河口部（堀坂川0～0.3k、中川0～0.2k）において
現行の河川整備計画の計画高水流量以上の流下能力を有している。
その他の多くの区間は未改修の状況であり、計画高水流量に対す
る流下能力が連続して不足しているが、堀坂川における堤防高評
価では（1/10）の流下能力を有している。

 岩内川は全川において計画高水流量に対する流下能力が連続して
不足しているが、堤防髙評価では一定の流下能力（1/5）を有して
いる。

 アンケート結果では、回答者の約80％が洪水に対して不安を感じ
ており、その理由として、「川の中に堆積する土砂が多いこと」
が約40％を占めていた。

現 状

 一定の流下能力の維持
 気候変動を踏まえた治水計画の見直し

課 題
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鉢ヶ峰

伊勢湾
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■現計画の施工内容

○洪水対策
三渡川：工事区間①：掘削・引堤・護岸・築堤・橋梁改築 1.6K（市道三渡橋下流）～3.2K（岩内川合流点付近）

百々川：工事区間②：掘削・引堤・護岸・橋梁改築・防潮水門の改築 0.0K（河口）～1.0K（国道23号）

工事区間②
（掘削・引堤・護
岸・橋梁改築・防
潮水門の改築）

三渡川

洪水対策
実施済区間

（流下能力確保）

工事区間①
（掘削・引堤・護岸・築堤・橋梁改築）

岩
内
川
合
流
点

市
道
三
渡
橋
下
流
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■計画対象区間（工事区間）

○耐震対策
百々川：工事区間④：
百々川排水機場 （新規）

○洪水対策[気候変動対応]・高潮対策
三渡川：工事区間①：

1.8K（市道三渡橋上流）

～3.2K （岩内川合流点付近）

百々川：工事区間②：
0.0K（河口）～1.0K （国道23号）

百々川：工事区間③：
1.0K（国道23号）

～1.7ｋ（市道橋付近） （新規）

百々川：工事区間④：
百々川排水機場（新規）

鉢ヶ峰

伊勢湾

工事区間②

三渡川

洪水対策
実施済区間

（流下能力確保）

工事区間①

岩
内
川
合
流
点

市
道
三
渡
橋
上
流

P

【新規】
工事区間③

• 気候変動を考慮した高水流量およびこれまでの整備状況を踏まえ、工事区間は以下とする。

【新規】工事区間④
（排水機場耐震対策

・ポンプ増設）



計画規模:W=1/4 計画規模:W=1/10

津屋城
■

小津
●

河口
●

基本方針(既往計画) 280 ― 480 ― 710

整備計画(既往計画) 170 330 380 ― 三渡川 550

整備計画(見直し計画) 170 350 400 410 600

―

120

130

―

90
100

―

―

100

岩

内
川

堀

坂
川

百
々
川

中
川

甚太川(準)

JR
紀
勢
本
線

近
鉄
山
田
線

国道23号

計画
規模
W=1/10
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■計画高水流量

• 河川整備計画における計画高水流量は、下図のとおりとする。
• 三渡川の工事区間は変更なし。近鉄上流の計画規模は年超過確率1/4規模とする。
• 百々川の工事区間は、国道23号から1.7k 市道橋付近区間を延伸する。

凡 例
1段目：基本方針（現計画）
2段目：整備計画（現計画）
3段目：整備計画（計画高水、気候変動考慮）
■：基準地点
●：主要地点

基本方針（現計画）
整備計画（現計画）
整備計画（計画高水、気候変動考慮）
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■河川整備計画の概要

変更理由
河川整備計画
（気候変動考慮）

河川整備計画
（平成20年策定）

・現計画の170m3/sが近鉄橋を改
修せずに流下できる最大流量
・気候変動を考慮すると170m3/s
は概ね1/4確率

近鉄下流：1/10確率
近鉄上流：概ね1/4確率

近鉄下流：1/10確率
近鉄上流：1/5確率計画規模

津屋城津屋城基準地点

18.28km2

（内水域を含む）
18.28km2

（内水域を含む）流域面積

69分69分洪水到達時間

・将来市街化想定の見直し0.720.71流出係数

・現在気候は、現計画以降の降
雨を2010年まで追加して更新
・気候変動考慮（現在気候×1.1）

43.7mm/ｈｒ：現在気候
48.1mm/ｈｒ：気候変動考慮

46.8mm/ｈｒ
降雨強度

（津屋城地点）

合理式合理式流出計算手法

170m3/s170m3/s計画高水流量

現計画と整備計画の変更点



計画規模:W=1/4 計画規模:W=1/10

津屋城
■

小津

●

河口

●

基本方針(既往計画) 280 ― 480 ― 710

整備計画(既往計画) 170 330 380 ― 三渡川 550

整備計画(見直し計画) 170 350 400 410 600

―

120

130

―

90

100

―

―

100

岩

内
川

堀

坂
川

百
々
川

中
川

甚太川(準)

JR
紀
勢
本
線

近
鉄
山
田
線

国道23号

計画
規模
W=1/10

■工事区間における計画規模の設定理由（三渡川：近鉄上流区間）

93

計画高水流量（案）

• 三渡川における近鉄上流の計画高水流量は170m3/s（年超過確率1/4）とする。

 近鉄山田線の架け替えには、多くの時間と費用を要する。近鉄山田線橋梁を架け替えずに
流下できる基準地点津屋城地点の最大流量は170m3/sである。

 気候変動を考慮した降雨でみると、170m3/sは概ね年超過確率1/4となる。また、170m3/s
は現河川整備計画の計画高水流量と同じである。

 今後30年間で可能な対策は、河道掘削による整備である。

基本方針（現計画）
整備計画（現計画）
整備計画（計画高水、気候変動考慮） ←190

1/5
↓

1/4
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■整備効果（三渡川）

現況河道状況

327浸水区域（ha）

673浸水戸数※（戸）

※浸水戸数は基盤地図情報より集計した

・工事区間の整備により、下図に示す浸水が軽減される。

三渡川での氾濫解析結果（流量W=1/4）

＜工事区間の上流端流量を与えた＞

：整備計画対象区間

W＝1/4で整備 W＝1/10で整備 W＝1/4で整備 W＝1/10で整備

：整備計画対象区間

河道
整備

現況河道

計画河道状況

0浸水区域（ha）

0浸水戸数※（戸）

各破堤計算を最大包絡した浸水図

計画河道
（工事区間：市道三渡橋上流～岩内川合流点付近）



現
計
画
区
間
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■河道計画（標準断面の設定方針）

• 2.4ｋ（巡見橋上流）～ 2.6ｋ（近鉄橋梁）は、現在、現況堤防の外側に基本方針の堤防が整備さ
れている。

• 現計画で設定された河床掘削に加え、河道拡幅（片岸の堤防を掘削）することで、気候変動に
よる流量増加に必要となる河積を確保する。

三渡川 2.45k【現計画】

（三渡川）

三渡川 2.45k【気候変動考慮】

基本方針

整備計画（現計画）

河道拡幅により、河積を確保する。

基本方針の堤防が整備済み 基本方針の堤防が整備済み

掘削

盛土

掘削
（気候変動対応）

基本方針

整備計画（気候変動考慮）



工事区間①
（掘削・引堤・護岸）

国
道
２
３
号

P

河
口

【新規】
工事区間②

（掘削・引堤・護岸
・築堤・橋梁改築）

【新規】
工事区間③

（排水機場耐震対策

・ポンプ増設）

百々川
0.3km付近

商業施設

商業施設

市
道
橋

河道付け替え

百々川

■百々川改修区間の延伸（上流端）について

百々川の改修区間を延伸し、上流端を1.7ｋ 市道橋付近とした理由は以下のとおり。
・今後30年間で整備可能な範囲
・1.7ｋ付近左岸にある市道橋地点で百々川に接続する排水路が令和元年に松阪市により
改修されており、この排水路の流下能力向上が期待でき団地内の浸水被害を軽減可能

拡大写真

＜改修区間上流端について＞

拡大写真（市道橋付近～近鉄山田線）

排水路（R1市改修）

商業施設

商業施設
百々川

市
道
橋工事区間

96



■新規工事区間における計画規模の設定理由（百々川：国道23号上流区間）
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• 百々川の新規工事区間の計画規模は年超過確率1/10規模が適切である。

 既往工事区間は、氾濫原に市街地を有することから、計画規模は年超過確率1/10としてい
る。

 新規工事区間も同様に、氾濫原に市街地を有することから、計画規模は年超過確率1/10と
する。

出典：国土数値情報 土地利用細分メッシュデータ

工事区間②

【新規】
工事区間③

三渡川流域の土地利用（令和3年時点）



■現況流下能力（百々川）気候変動考慮後
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現況流下能力図（百々川）

• 百々川は、河口～国道23号（1.0k）で河川改修を進めており、改修完了後1/10以上を確
保する。

• 松崎橋の架替えは完了しているが、引堤が残る。
• 全川で、気候変動考慮後の降雨（1/10確率）に対して流下能力不足である。

【百々川】 工事区間外

松崎橋から下流を望む

松崎橋は架替済み

現整備計画の
工事区間

流下能力不足

整備計画の
新規工事区間
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■整備効果（百々川）

・1.7k 市道橋付近までの整備により、下図に示す浸水が軽減される。

百々川での氾濫解析結果（流量はW=1/10）

＜1.7k 市道橋付近 地点に上流端流量を与えた＞

現況河道

：整備計画対象区間

計画河道（工事区間：河口～1.7k 市道橋付近）

：整備計画対象区間

河道
整備

現況河道状況

115浸水区域（ha）

537浸水戸数※（戸）

※浸水戸数は基盤地図情報より集計した

計画河道状況

0浸水区域（ha）

0浸水戸数※（戸）

各破堤計算を最大包絡した浸水図



現
計
画
区
間

新
規
工
事
区
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■河道計画（標準断面の設定方針）

• 現整備計画区間は、現計画で設定された河床高から、河床を切り下げることにより気候変動に
よる流量増加に必要となる河積を確保する。

• 新規工事区間は、計画高水流量を計画高水位以下で安全に流下させる断面を設定する。

（百々川）

百々川 1.04k【新規計画】

百々川 0.342k【現計画】

基本方針

整備計画（現計画）

掘削

盛土

掘削
（気候変動対応）

基本方針

整備計画（気候変動考慮）

百々川 0.342k【気候変動考慮】
河床掘削により、河積を確保する。

基本方針

整備計画（気候変動考慮）
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■百々川排水機場の排水能力に関する影響検討

内水解析モデル図

昭和34年9月（伊勢湾台風）の雨量と流量

昭和34年9月（伊勢湾台風）の潮位

・百々川排水機場は、伊勢湾台風で発生した高潮相当に対応することを目的として10m3/sポンプが整

備されている（現計画）。

・今回の河川整備計画（以降、今回計画と呼ぶ）で百々川の整備区間を延伸したことを受け、整備区間・

断面を変更し、その他は現計画と同じ検討条件とした場合に、家屋無湛水となるポンプ容量を検討した。
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■百々川排水機場のポンプ増設

内水氾濫解析結果

※詳細なポンプ増設量は詳細設計にて検討

ポンプ10m3/s時の最大浸水深図

浸水位算出地点

・現在の百々川排水機場の10m3/sポンプにより、現計画では伊勢湾台風時の高潮により百々川が氾濫

しても宅地は概ね家屋無湛水であった。しかし、今回計画では床上浸水が生じる。

・浸水深が増加するのは、整備区間延伸により下流部に水が多く集まり氾濫量が増加するためである。

・ポンプ排水量を20m3/sへ増設することで概ね床下浸水以下となり、現計画と同程度となる。
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■主な河川整備の内容

○耐震対策
百々川：工事区間④：
耐震対策（百々川排水機場） （新規）

○洪水対策[気候変動対応]・高潮対策
三渡川：工事区間①：
掘削・護岸・築堤
1.8K（市道三渡橋上流）

～3.2K （岩内川合流点付近）

百々川：工事区間②：
掘削・引堤・護岸
0.0K（河口）～1.0K （国道23号）

百々川：工事区間③：
掘削・引堤・護岸・築堤・橋梁改築
1.0K（国道23号）

～1.7ｋ（市道橋付近） （新規）

百々川：工事区間④：
ポンプ増設（百々川排水機場）（新規）

鉢ヶ峰
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工事区間②
（掘削・引堤・護岸）

三渡川

洪水対策
実施済区間

（流下能力確保）

工事区間①
（掘削・護岸・築堤）

岩
内
川
合
流
点

市
道
三
渡
橋
上
流
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【新規】
工事区間③

（掘削・引堤・護岸
・築堤・橋梁改築）

【新規】工事区間④
（排水機場耐震対策

・ポンプ増設）

• 主な河川整備の内容は以下とする。
• 既往計画区間において、既往計画に対して掘削量が増加する。
• 新規工事区間は、掘削、引堤、護岸、築堤、橋梁改築、ポンプ増設等とする。
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内 容項 目

 河口～市道三渡橋（0k～1.8k）において河川改修が完了しており、現行
の河川整備計画の計画高水流量（1/10確率）以上の流下能力を有してい
る。

 巡見橋付近より上流（2.6k～）は、計画高水流量に対する流下能力が不
足している。

 近年、浸水被害が発生している。
 アンケート結果では、回答者の約70％が洪水に対して不安を感じており、

その理由として、「川幅が狭く堤防が低いこと」が約40％を占めていた。

現 状

 流下能力不足区間の早期解消
 気候変動を踏まえた治水計画の見直し

課 題

【三渡川】

【百々川】
内 容項 目

 河口～松崎橋（-0.07k～0.2k）において松崎橋架替が完了し、引堤後、
整備計画規模（1/10確率）以上の流下能力を有する見込み。多くの区間
は未改修の状況であり、計画高水流量に対する流下能力が不足している。

 近年、浸水被害が頻発している。
 流下能力向上に伴い、高潮時に下流部の浸水が増大する懸念がある。
 百々川排水機場は耐震性能不足である。
 アンケート結果では、回答者の約80％が洪水に対して不安を感じており、

その理由として、「川幅が狭く堤防が低いこと」が約50％を占めていた。

現 状

 流下能力不足区間の早期解消
 整備計画対象区間の見直し検討
 気候変動を踏まえた治水計画の見直し
 百々川排水機場の排水能力に関する影響検討
 百々川排水機場の耐震対策の推進

課 題
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【堀坂川・岩内川・中川】
内 容項 目

 堀坂川及び中川は河口部（堀坂川0～0.3k、中川0～0.2k）において
現行の河川整備計画の計画高水流量以上の流下能力を有している。
その他の多くの区間は未改修の状況であり、計画高水流量に対す
る流下能力が連続して不足しているが、堀坂川における堤防高評
価では（1/10）の流下能力を有している。

 岩内川は全川において計画高水流量に対する流下能力が連続して
不足しているが、堤防髙評価では一定の流下能力（1/5）を有して
いる。

 アンケート結果では、回答者の約80％が洪水に対して不安を感じ
ており、その理由として、「川の中に堆積する土砂が多いこと」
が約40％を占めていた。

現 状

 一定の流下能力の維持
 気候変動を踏まえた治水計画の見直し

課 題
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内 容項 目

 三渡川は、許可水利権4件、慣行水利権2件があり、約157haの耕地
のかんがい用水として利用されている。

 堀坂川は許可水利権1件、慣行水利権11件があり、約113haの耕地
のかんがい用水として利用されている。

 岩内川は許可水利権1件があり、約30haの耕地のかんがい用水とし
て利用されている。

 アンケート結果では、回答者の約40％が散歩やジョギングの目的
で河川空間を利用しており、約30％が通勤・通学のルートとして
利用していることが示された。

現 状

 利水の効率化を促進し、既得水利の取水が安定的になされ、かつ
良好な水環境の維持・改善課 題

【利水】
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内 容項 目

 下流域は感潮区間であり、小規模な干潟がみられ、マハゼやクロベ
ンケイガニなど汽水域の代表的な種がみられる。

 中流域はオギ群落やチガヤ群落がみられ、ホオジロなどの草地性鳥
類がみられるほか、水域では、チチブ等の回遊魚、タモロコ等の純
淡水魚と、多様な魚類相を呈する。

 上流域は水際や中州でツルヨシ群落がみられるほか、澪筋の蛇行に
より瀬淵が創出され水深や流れが多様となっている。

 良好な水質（A類型相当）が維持されている。
 アンケート調査では、アンケート調査では、回答者の約70％が河川

環境や景色に対し、「ふつう」と感じていることが示された。

現 状

【三渡川】

【百々川】
内 容項 目

 下流域は河口域でヨシ群落などの水際植生があり、水深が深く緩や
かな流れでカモ類などの鳥類がみられるほか、水域ではミナミメダ
カなど緩やかな流れを好む魚種がみられる。

 上流域は､水深が浅く緩やかながれとなっており､一部に沈水植物の
オオカナダモ群落がみられる。

 直近の3年程度はB類型相当の水質となっている。
 アンケート調査では、アンケート調査では、回答者の約70％が河川

環境や景色に対し、「ふつう」と感じていることが示された。

現 状
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内 容項 目

 全区間で農地に囲まれ、農業用堰や床固等の構造物が多数存在し、
水域ではニホンウナギ等の回遊魚、ギンブナ、カマツカ等の淡水魚
がみられる。

 良好な水質（A類型相当）が維持されている。
 アンケート調査では、アンケート調査では、回答者の約70％が河川

環境や景色に対し、「ふつう」と感じていることが示された。

現 状

【堀坂川】

内 容項 目

 全区間で水深は浅く流れは緩やかで、水際にはツルヨシ群落がみら
れるほか、水域ではカワムツ等の淡水魚、ゴクラクハゼ等の汽水魚
がみられる。

 直近の3年程度はB類型相当の水質となっている。
 アンケート調査では、回答者の約70％が河川環境や景色に対し、

「ふつう」と感じていることが示された。

現 状

【岩内川】
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内 容項 目

 全区間で水深は多様で流れは緩やか、水際にはミゾソバ群落がみら
れるほか、水域ではミナミメダカ等緩やかな流れを好む魚種がみら
れる。

 直近の3年程度はC類型相当の水質となっている。
 アンケート調査では、アンケート調査では、回答者の約70％が河川

環境や景色に対し、「ふつう」と感じていることが示された。

現 状

【中川】

内 容項 目

 自然環境・利水面との調和を図りつつ、維持管理に努める。
 水質の維持課 題

共通課題
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■4.河川整備計画(原案)(案)の方向性

方向性項目

本整備計画では、気候変動による降雨量の増大を考慮した上で、年超過確率1/10相当（三渡川の近鉄
山田線上流区間は概ね1/4相当）の降雨に対応する規模の洪水を安全に流下させることを目標とする。
三渡川においては掘削・護岸・築堤、百々川においては掘削・引堤・護岸・築堤・橋梁改築により流下能力

の拡大を図る。
河川内に堆積した土砂等により河積が阻害され、出水時に危険が予想される場合には、堆積土砂
の撤去を検討する。
河道内の樹木について、流水の阻害や河川構造物に悪影響を与える場合は、必要に応じて伐採を
検討する。
計画規模を上回る洪水や整備途上段階における洪水による被害を最小限に抑えるよう、ソフト対策を進め
る等、総合的な被害軽減対策を関係機関や地域住民と連携して推進する。
洪水による被害軽減を図るため、流域のあらゆる関係者の協働による総合的かつ多層的な治水対策（流
域治水）について、関係機関と連携して推進する。
高潮対策として、百々川排水機場のポンプを増設する。
必要に応じて堤防の耐震対策を実施し、地震発生時における堤防の機能の確保を図る。耐震性能不足で
ある百々川排水機場の耐震対策を実施する。
津波に対しては、人命が損なわれないことを最優先し、津波防災地域づくりと一体となった総合的な津波
対策を推進し、減災を目指す。

洪水
高潮
地震
津波

今後の水利用の実態に応じて、関係機関との連携のもと、適切な水利用が図られるように努める。
利水

自然干潟、ヨシ帯等の植生帯、水際の多様性や水域から陸域までの連続性を確保し、河川が本来有する
多様な動植物の生息・生育環境を保全し、次世代に引き継ぐよう努める。
河川工事等による良好な河川環境への影響が懸念される場合には、代替措置や環境に配慮した工法等
を採用し、環境への影響の回避と軽減に努める。

環境
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■河川整備計画（原案）（案）の概要

○洪水対策[気候変動対応]・高潮対策
三渡川：工事区間①：
掘削・護岸・築堤
1.8K（市道三渡橋上流）

～3.2K （岩内川合流点付近）

百々川：工事区間②：
掘削・引堤・護岸
0.0K （河口）～1.0K （国道23号）

百々川：工事区間③：
掘削・引堤・護岸・築堤・橋梁改築
1.0K（国道23号）～1.7ｋ（市道橋付近）

百々川：工事区間④：
ポンプ増設
（百々川排水機場）

工事区間②
（掘削・引堤・護岸）

三渡川

洪水対策
実施済区間

（流下能力確保）

工事区間①
（掘削・護岸・築堤）

岩
内
川
合
流
点

市
道
三
渡
川
上
流

P

工事区間③
（掘削・引堤・護岸
・築堤・橋梁改築）

工事区間④
（排水機場耐震対策

・ポンプ増設）

○耐震対策
百々川：工事区間④：
耐震対策 （百々川排水機場）

横断イメージ図（三渡川） 横断イメージ図（百々川）

掘削により必要な流下能力を確保する。

護岸は多孔質の護岸とし、植物や
動物が利用可能な環境を形成する。

ヨシ帯はできる限り保全に努め、
治水上やむを得ず掘削が必要な
場合のみの掘削に努める。

流下能力が不足しており、大幅な改変が生じるが改修時の
低水路は平坦な河床を避け、自然な形状となるように配慮する。

拡幅により必要な流下能力を確保する。

三渡川 2.5km付近の計画横断イメージ図 百々川 0.3km付近の計画横断イメージ図



■河川整備計画(原案)(案)の概要（流域治水）
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今回

流域の概要、現地視察
治水、利水、環境の現状と課題

■今後の予定
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第１回 流域委員会 （令和7年2月7日）

第３回 流域委員会 （令和7年12月25日）

第４回 流域委員会 （令和8年春頃）

河川整備計画策定（令和8年度中）

関係機関協議・パブコメ・関係市町長意見聴取

第２回 流域委員会 （令和7年6月6日）

河川整備計画（原案）

河川整備計画（原案）（案）

関係住民の意見聴取

（流域の概要、治水、利水、環境の
現状と課題）

第１回アンケート
（令和7年4月１日～30日）

関係住民の意見聴取

（河川整備計画（原案）（案））

気候変動を踏まえた高水計画の検討と課題
治水計画における見直しの方向性（案）

第２回アンケート
（令和8年冬頃）次回
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